
尼崎市行政視察のご案内

尼崎市は、「ひと咲き まち咲き あまがさき」をまちづくりのキャッチフレーズと

し、「あまがさきで、人々が、まちが、花を咲かせ、実を結び、種を残し、また次の花

を咲かせていく。」という思いで、このまちに関わる人たちが、学び合い、いきいきと

活動できるような、魅力あふれるまちづくりを進めています。
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尼崎市の特色ある事業や取組をご紹介させていただきますので、視察先の検討に活用し
ていただき、是非、尼崎市にお越しください。

～子ども・子育て支援と学校教育の充実～

子育て世帯の困りごとに合わせた支援
（産婦健康診査費用助成の創設、産前産後ヘルパー派遣事業）

産後2週間・1か月の産婦の方へ産婦健康診査費用を助成する
妊娠中及び出産後1年以内の子育て家庭に対し、ホームヘルパーを派遣する

小学校等への電子黒板の導入
（教育ＩＣＴ環境整備事業）

小学校等において、Chrome OS Flex搭載で
実物投影機が内蔵されたタッチパネル操作等が
可能な電子黒板を導入し、児童の主体的な学習
活動を支える

都市公園リノベーション協定による
中央公園のリニューアルの実施
（阪神尼崎駅周辺の特色あるまちづくり推進事業）

中央公園西側部分について、民間事業者との協

働 のもと、魅力ある駅前空間を目指しリニュー
アルを行う

たばこ対策をはじめとするマナー向上のための取組の実施
（たばこ対策推進事業、ごみ減量・リサイクル推進事業、産業廃棄物対策事業、
マナー向上推進事業）

大阪・関西万博を見据え、路上喫煙禁止区域の拡大や喫煙
所の整備等、総合的なたばこ対策を推進する

資源物の持ち去りを防止するため、パトロールや違反者へ
の指導等を行う
「尼崎市マナー向上推進チーム」による組織横断体制のもと、
関係部局や地域団体等と協働で啓発キャンペーンなどを実施
する

～エリアブランディングの推進とイメージの向上～



電気料金等の増加に直面する事業者への支援と脱炭素社会の実現に向けて、

省エネ・再エネ設備の導入補助等を行う

産業イノベーションを目指す外部専門家会議
（産業政策会議）の設置
（産業振興基本条例関係事業）

外部専門家等と意見交換を行う場として、「産業政策会議」を設置し、

産業振興や雇用就労支援に向けた施策展開につなげる

CO2排出量削減と経済活性の両立を支援
（脱炭素化設備等導入促進支援事業）

公用車へのエコカー導入実施
（脱炭素社会推進事業）

公用車のエコカーへの転換と保有台数の適正化を進め、

2040年までに特殊車両等を除くエコカー導入率
100%を目指す

あま咲きコインの購入時に10%ポイント付与や、

決済時に5%ポイント還元を行うプレミアムキャン
ペーンを継続実施する

「あま咲きコイン」プレミアムキャンペーン
（SDGs「あま咲きコイン」推進事業）

～地域経済の活性化と脱炭素社会の推進～

うけとめ・つなげる相談支援（重層的支援）の推進
（重層的支援推進事業）

既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑・複合化した支援ニー
ズに対応するために、様々な支援関係者との役割分担等による伴走支援や支援の
届いていない方へのアウトリーチ、社会とのつながりを作るための参加支援に一
体的に取り組む。

～地域共生社会の実現に向けた環境づくり～



情報セキュリティ対策の強化
（行政情報化推進事業）

市報あまがさき冊子版の充実及び電子版の発行
（市報あまがさき発行事業）

～デジタル化の更なる推進による市民利便性の向上～

ＩＣＴ及び情報セキュリティに関する専門的な知見を有する外部人材を専門職（ＣＩＯ
補佐官）として任用するなど、組織体制を強化

「あまがさき共創DXプラン」を策定し、職員エンゲージメント指数「ばいたり値
(ちぃ)」を算定するなど、 DXの推進を行うとともに、個人情報を扱う全てのシステムに
外部監査又は内部監査を実施するなど、情報セキュリティ対策の強化を実施

市報あまがさき冊子版のカラーページを増
量し、特集記事のデザイン等を民間委託する
ことで、より魅力的な誌面を作成している

市報あまがさき電子版（抜粋版）を発行し
たことで、時機を捉えた広報の実施やスマー
トフォンでの容易な閲覧が可能になった

〇電車の場合

・JR神戸線「立花」駅下車、徒歩約１５分

〇バスの場合（停留所：阪神バス「市役所」）

・JR神戸線「立花」駅（上）から阪神バス１４番「阪神出屋敷」行き、１５番「阪神尼崎」行き

・JR神戸線「立花」駅（下）から阪神バス４３番・４３－２番「阪神尼崎」行き、４９番「阪神出屋敷」行き、５０番

「JR尼崎」行き、５０－２番「阪神杭瀬」行き

・阪神電車「尼崎」（北）駅から阪神バス１５番「阪急武庫之荘」行き、３１番「阪急塚口」行き、４３番「宮ノ北団地」

行き、４３－２番「武庫営業所」行き

・阪急神戸線「塚口」駅から阪神バス３１番「阪神尼崎」行き、１４番「阪神出屋敷」行き

にそれぞれ乗車、「市役所」下車。徒歩約５分。

尼崎市議会事務局 議事課 ＴＥＬ：０６－６４８９－６１１２
ＦＡＸ：０６－６４８９－６１０５
E-mail：ama-gikai-gijika@city.amagasaki.hyogo.jp

〒６６０－８５０１
兵庫県尼崎市東七松町１－２３－１ 議会棟１階

行政視察のお申し込みの際は、尼崎市議会ＨＰ「行政視察のご案内」をご確認の上、
行政視察申込書を電子メールまたはＦＡＸにてお送りください。


